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金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法    
～金融機関から見た 

資金調達のポイント～ 

 

日 時：2016 年 8 月 4 日（木）    

8:00～9：00（開場７:45～） 

 
講 師：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ  

税理士 衣 川  匡 之  

 
対 象：経営者・経理担当者 
 
定 員：5 名（先着順） 
 
参加費：1 名様 3,000 円（税込）  

弊社顧問契約先 1,000 円(税込) 

※当日会場にてお渡し下さい。 

 
会 場：税理士法人ＳＢＣﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

名古屋支店 会議室 
 

お問合せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

     Tel: 052-203-1112   

（担当：稲垣・野々部） 

 

SBC Seminar SBC Seminar SBC Seminar SBC Seminar 

 
セミナー案内セミナー案内セミナー案内セミナー案内     

        

 

 

 

法人税法 132 条では、「税務

署長は、内国法人である同

族会社に係る法人税につき

更生又は決定をする場合に

おいて、その法人の行為又

は計算で、これを容認した

場合に法人税の負担を不当

に減少させる結果となると

認められるものがあるとき

は、その行為又は計算にか

かわらず、税務署長の認め

るところにより、その法人

に係る法人税の課税標準若

しくは欠損金額又は法人税

の額を計算することができ

る」と規定しています。 

Ｓｃｏｐｅ 

行為計算否認行為計算否認行為計算否認行為計算否認 
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エスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックス 

IBM・ヤフー裁判に学ぶ「国税の伝家の宝刀」IBM・ヤフー裁判に学ぶ「国税の伝家の宝刀」IBM・ヤフー裁判に学ぶ「国税の伝家の宝刀」IBM・ヤフー裁判に学ぶ「国税の伝家の宝刀」    

同じ行為計算否認でも真逆の結果に！同じ行為計算否認でも真逆の結果に！同じ行為計算否認でも真逆の結果に！同じ行為計算否認でも真逆の結果に！    
 

法律的にはセーフだが、税務署長の判断でその税務処理を否認

できる、それが「国税の“伝家の宝刀”」である、法人税法 132 条

の「同族会社の行為計算の否認」だ。組織再編については、枝番

の同 132 条の２「組織再編にかかる行為計算の否認」がある。 

両方とも、滅多に適用されることはないが、適用基準などは一

切示されていない。最近、これら２つの適用について、興味深い

争いがあった。それが、ＩＢＭ事件(平成 23年(行ウ)407 号)とヤ

フー事件（平成 27 年(行ヒ)75 号）だ。 

２つの事件の違いは、ＩＢＭには法人税法 132 条、ヤフーには

法人税法 132 条の 2が適用された点。 

ＩＢＭに適用された法人税法 132 条は、同族会社に対して、法

人税負担を「不当」に減少させる結果となった場合、税務署長の

判断で法人税の課税標準もしくは欠損金または法人税の額を計算

することができるという規定。条文の「不当」の解釈については、

「経済取引として不合理・不自然である場合」（最高裁昭和 53 年

判決）という判断基準がある。 

一方、ヤフーに適用された法人税法 132 条の 2 は、組織再編に

おける租税回避に的を絞った包括否認規定。組織再編税制の導入

時（平成 13 年）に、乱用のペナルティとして創設された。132 条

の枝番として設けられたことから、「不当」の解釈や適用基準も同

じなのかこの裁判では注目が集まっていた。 

最高裁判決では、ヤフー事件は上告棄却（ヤフー敗訴）。ＩＢＭ

事件は国側の上告不受理（ＩＢＭ勝訴）とした。注目は、ヤフー

事件について最高裁が、「通常は想定されない組織再編の手順や方

法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作り出したりするなど、

不自然なものであるかどうか」、「合理的な理由となる事業目的そ

の他の事由が存在するかどうか」と、租税回避の判断基準をはじ

めて示した点。最高裁では、132 条と 132 条の 2 はまったく性格

の異なる規定であると判断している。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる 

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


